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資料 1 

平成 21 年 12 月 10 日 

財団法人日本容器包装リサイクル協会 

入札入札入札入札 のののの 注意事項注意事項注意事項注意事項 （（（（ ガラスガラスガラスガラス びんびんびんびん ））））     

入札には、以下の条件を了承のうえ、参加してください。 
 

１．本入札は平成 22 年度 1年間の単年度入札です。年度途中での再入札はおこないません。 
 

２．入札の対象 

「平成 22年度ガラスびん入札条件リスト」（財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームペー

ジ上の「平成 22年度オンライン手続き」（https://reinscp.jcpra.or.jp/）をご参照ください）

に記載のとおり。 
 

３．入札参加資格及び入札参加の単位 

①再生処理事業者の入札参加資格は、当協会への登録を完了していることです。（平成 21年 12 月 9

日付官報の「３．再生処理事業者リスト」に掲載された再生処理事業者。） 

②再生処理事業者と運搬事業者が、ジョイントグループを形成する場合は、平成 21 年 12 月 9 日付

官報で公告した「運搬事業者とジョイントグループを形成する際の準則」を遵守してください（資

料 1-5 参照）。 

③再生処理と運搬を同一事業者が行う場合も準則を遵守してください。 
 

４．入札参加者の必須条件等 

入札に参加する事業者は、次の条件を満たしていることが必要になります。 

（１）一般的事項 

① 事業者登録規程の条件を満たしていること。 

② 公正かつ適正な入札価格（再商品化単価）を提示すること。 

③ 常時連絡可能な連絡先を有していること。 

④ 積み込み用機材（例：フォークリフト、ショベルローダー等）が操作できること。 

⑤ 市町村の依頼に応じて、2 週間以内に引取運搬が行えること。 

⑥ 契約期間中の運搬・再生処理業務が保証されること。 

⑦ 再商品化実施の契約期間は、平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までとするが、

契約期間中に引き取りを行い契約期間後に再商品化が行われるもの等、期末の取り扱いに

ついては、資料３「ガラスびん再商品化実施契約書」（見本）の記載内容に従うこと。 

⑧ その他、資料３「ガラスびん再商品化実施契約書」（見本）の記載内容を守れること。 
 

（２）特記事項 

① 「再商品化」は、法施行令第 9 条の規定に基づき自ら実施することとなります。従って、

再委託することは認められません。 

② ガラスびん等窯業原料用のカレット再生処理事業者への運搬は、ガラスびん等に悪影響を

与える異物となる土石、鉱さい等の混入の恐れがある車輌で運搬しないこと。 
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５．入札に当たっての注意事項 

①原則として、市町村の 1 保管施設につき、1 再商品化事業者の担当となります。ただし、政令指

定都市等において収集量が著しく多い保管施設の場合や、保管施設が複数の市町村等で共有され

た場合は、1 保管施設に複数の事業者が選定される場合もあります。 

②各保管施設の引取条件等（10 トン車の乗り入れ可能、積み込み機材の有無等）は、平成 22 年度

ガラスびん入札条件リストに提示されています。 

③市町村の入札対象数量は計画数です。実績については変動するものであり、増加又は減少した場

合も同一単価で支払いを行います。（変動に対する保証はありません。） 

④再商品化単価は、（ａ）再生処理費、（ｂ）引取運賃、（ｃ）納入運賃、（ｄ）品代を入力すると、

自動的に計算されます。（消費税 5％含む） 

⑤なお、上記④の計算結果がマイナスになった場合も入札は有効です。 

⑥入札に関する費用は入札する方の負担となります。 

⑦当協会より施設の現地検査、入札価格の明細、並びに再商品化製品利用事業者の施設調査等を求

めることがあります。 

⑧落札者の選定方法、選定結果の連絡方法については、別添の「平成 22 年度ガラスびんの再商品

化事業者の入札選定方法および選定結果の連絡方法について」（資料２）をご覧ください。 

⑨財団法人容器包装リサイクル協会は、選定結果に関する情報をホームページを通じて公表してい

ます。公表内容は「保管施設名」「特定分別基準適合物の種類」「再生処理事業者名」「再商品化

手法」「落札トン数」「落札単価（円／トン）」です。 

⑩本「入札の注意事項（ガラスびん）」の条件を満たしていない方は、入札結果が無効となります

ので、ご注意ください。 

⑪なお、再商品化委託料金は、「再商品化」が達成されたとき、即ち販売出荷時点でその実績に応

じて支払います。（再商品化業務フロー（資料８）を参照してください。引取運搬、再生処理し

ただけでは再商品化が達成したとは見做しません。） 

支払額の考え方は、次の通りです。 

 

支払額（円）＝｛再商品化製品販売数量［トン］÷再商品化率｝ ×再商品化単価［円/トン］ 

※ 再商品化率は、「再商品化実施契約書」第 21 条に記載のとおり。なお、｛再商品化製品販売数量

［トン］÷再商品化率｝の上限は、市町村からの引き取り数量［トン］となります。 
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６．入札への参加方法 

入札は電子入札により実施致します。以下の手順に従って入札を実施してください。 

 

（１）入札への参加に必要な電子証明書について 

電子入札においては、代表事業者の代表者に電子証明書による電子署名を行っていただく必要が

あります。 

未だ電子証明書を取得していない場合は、早急に「電子証明書正式申込書類一式」を日本商工会

議所へ送付し、入札までに電子証明書の購入を完了してください。（問い合わせ先は、以下を参照

願います。電子証明書の入手には、２～３週間程度が必要です。） 

 

【電子証明書の手続きに関する問い合わせ先】 

日本商工会議所 ビジネス認証局 

ＴＥＬ：03－5295－7676 

受付時間：9:30～12:00、13:00～17:30 

（土日、国民の祝日、12月 27 日～1 月 4 日を除く） 

 

（２）入札手続きについて 

入札への参加にあたっては、入札期間中に、以下に示す①及び②双方の手続きを完了していた

だく必要があります。 

①オンラインによる入札の実施 

・ジョイントグループの代表事業者には、オンラインによる入札を行っていただきます。 

・オンラインによる入札を行うためには、財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ

上の「平成 22 年度オンライン手続き」 （https://reinscp.jcpra.or.jp/）からログインを

行い、「オンラインによる入札手続きについて（ガラスびん）」を参照の上、入力作業を行っ

てください。 

・オンラインによる入札の受け付け期限は、平成 22年 1月 21 日（木）午後 11 時までです。 

②電子入札・再商品化実施契約締結委任状のとりまとめ及び郵送による当協会への送付 

・ジョイントグループの代表事業者は、ジョイントグループを構成する全ての事業者からの委

任状を受けた上で電子入札に参加する必要があります。 

・代表事業者は、「分別基準適合物の平成 22 年度再商品化電子入札及び再商品化実施契約締結

の受任について」及び「電子入札・再商品化実施契約締結委任状」を、「平成 22年度オンラ

イン手続き」（https://reinscp.jcpra.or.jp/）からダウンロード・印刷した上で、ジョイ

ントグループを構成する全ての事業者の「代表者印」が押印された「電子入札・再商品化実

施契約締結委任状」の正本のとりまとめを行い、「分別基準適合物の平成 22年度再商品化電

子入札の受任について」に「住所」「商号」「代表者役職・氏名」を記載して「代表者印」を

押印の上、当協会に郵送にて送付してください。なお、代表事業者は、構成事業者から「電

子入札・再商品化実施契約締結委任状」をとりまとめる際には、資料３「ガラスびん再商品

化実施契約書（見本）」のコピーを提示した上で行ってください。 

・自社運搬の場合は、自社分の「電子入札・再商品化実施契約締結委任状」の提出は不要です。 

・運搬業務を自社運搬のみで行う場合は、「分別基準適合物の平成 22 年度再商品化電子入札及

び再商品化実施契約締結の受任について」の提出は不要です。 

・入札に参加する再生処理事業者が再商品化製品を販売又は引き渡す再商品化製品利用事業

者について、特定再商品化製品利用事業者に該当する利用事業者が存在する場合、代表事業
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者は、資料４「特定再商品化製品利用事業者について」（ガラスびん）の別紙「特定再商品

化製品利用事業者の登録書類」及び「再商品化実施契約締結委任状」を、「平成 22 年度オン

ライン手続き」（https://reinscp.jcpra.or.jp/）からダウンロード・印刷した上で、事業

者の「代表者印」が押印された「特定再商品化製品利用事業者の登録書類」及び「再商品化

実施契約締結委任状」の正本のとりまとめを行い、当協会に郵送にて送付してください。 

・代表事業者は、「再商品化実施契約締結委任状」を取りまとめる際には、資料３「ガラスび

ん再商品化実施契約書」（見本）のコピーを特定再商品化製品利用事業者に提示した上で行

ってください。 

・当協会における「分別基準適合物の平成 22 年度再商品化電子入札及び再商品化実施契約締

結の受任について」、「電子入札・再商品化実施契約締結委任状」、「特定再商品化製品利用事

業者の登録書類」及び「再商品化実施契約締結委任状」の受け付け期限は、平成 22 年１月

21 日（木）（当日消印有効）です。 

・「分別基準適合物の平成 22 年度再商品化電子入札及び再商品化実施契約締結の受任につい

て」及び「電子入札・再商品化実施契約締結委任状」、「特定再商品化製品利用事業者の登録

書類」及び「再商品化実施契約締結委任状」の郵送にあたっては、封筒に「委任状在中」と

朱書きの上、通常郵便物として、必ず発送日の記録（消印）が残る簡易書留・特定記録郵便

を利用してください。（宅配便・ゆうパックの利用は受け付けません。） 

 

以上 
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平成 21 年 12 月 9 日付官報に記載 

 

（（（（運搬事業者運搬事業者運搬事業者運搬事業者ととととジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループをををを形成形成形成形成するするするする際際際際のののの準則準則準則準則））））    

 再生処理事業者は、以下の事項にもとづいて運搬事業者とジョイントグループを形成してくださ

い。 

（１） 運搬事業者が以下の条件を満たしていること。 

   ①４素材の容器包装の運搬に共通の事項 

   （ア）価格が公正かつ適正であること。 

   （イ）常時連絡可能な連絡先を有していること。 

   （ウ）積み込み用機材（フォークリフト、ショベルローダー等）が操作できること。 

   （エ）市町村等の依頼に応じて、２週間以内に引き取り・運搬が行われること。 

   （オ）契約期間中の引き取り・運搬業務が保証されること。 

   （カ）法施行令第９条に定める基準に合致すること。 

  （キ）関連法令及び地方自治体の定める条例に適合していること。 

            ②②②②ガラスガラスガラスガラスびんのびんのびんのびんの運搬運搬運搬運搬にににに特有特有特有特有のののの事項事項事項事項    

            （（（（アアアア））））ガラスガラスガラスガラスびんびんびんびん用用用用カレットカレットカレットカレット再生処理事業者再生処理事業者再生処理事業者再生処理事業者へのへのへのへの運搬運搬運搬運搬においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ガラスガラスガラスガラスびんにびんにびんにびんに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを与与与与えるえるえるえる    

                        異物異物異物異物となるとなるとなるとなる土石土石土石土石、、、、鉱鉱鉱鉱さいさいさいさい等等等等のののの混入混入混入混入のののの恐恐恐恐れがあるれがあるれがあるれがある車輌車輌車輌車輌でででで運搬運搬運搬運搬しないことしないことしないことしないこと。。。。    

   ③ＰＥＴボトルの運搬に特有の事項 

   （ア） 無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。 

   ④紙製容器包装の運搬に特有の事項 

   （ア） 無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。 

   （イ） 雨水対策が講じられていること。 

   ⑤プラスチック製容器包装の運搬に特有の事項 

   （ア） 無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。 

   （イ） 雨水対策が講じられていること。 

（２） その他運搬事業者に対して考慮すべき、運搬に共通の事項 

   （ア） 価格 

   （イ） 積載トン数別の車輌保有台数（専用車輌台数、兼用車輌台数等）、形式（平ボディー、ダ

ンプタイプ等） 

   （ウ） 入札対象となる容器包装の引き取り・運搬業務を実施した経験の有無 

    （エ） 入札対象となる市町村において一般廃棄物等の運搬もしくは許可を受けてその業務を 

        実施した経験の有無 

      ジョイントグループにより入札に参加する際には、当協会が本準則の遵守状況等について確認 

    します。 
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（参考） 

ＪＲＪＲＪＲＪＲ貨物貨物貨物貨物及及及及びびびび船舶会社船舶会社船舶会社船舶会社（（（（フェリーフェリーフェリーフェリーをををを含含含含むむむむ））））のののの入札入札入札入札及及及及びびびび再商品化実施契約再商品化実施契約再商品化実施契約再商品化実施契約のののの    

取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて    

    

ＪＲ貨物及び船舶会社（フェリーを含む）の入札及び再商品化実施契約における取り扱いは、以下の

とおりです。 

 

１．JR貨物の取り扱い 

 

入札書において、運搬事業者としてジョイント・グループを形成する必要があります。また、オン

ライン画面への入力を行い、電子入札・再商品化実施契約締結委任状を提出する必要があります。 

 

２．船舶会社の取り扱い 

 

運搬の形態によって、入札時における運搬事業者としてのジョイント・グループの形成／オンライ

ン画面への入力／電子入札・再商品化実施契約締結委任状の提出の要・不要が異なります。 

下記の表に従い、判断することとなります。 

 

    ケース ジョイントグループの形成／オンライン画

面への入力 ／電子入札・再商品化実施契約

締結委任状の提出の必要性 

運搬車が、そのままフェリーに乗

って分別基準適合物を運搬する場

合 

ジョイントグループの形成等及び電子入札・

再商品化実施契約締結委任状の提出等は、不不不不

要要要要です。 

  

運搬車が、分別基準適合物を荷台

に載せたままフェリーに乗るが、

ヘッドを取り外し、荷台だけがフ

ェリーに乗っていく場合 

フェリー会社は分別基準適合物の運搬事業を

行っていることになります。       

ジョイントグループの形成等及び電子入札・

再商品化実施契約締結委任状の提出が必要必要必要必要と

なります。 

運搬車から船舶（フェリーを含む）

に分別基準適合物の積み替えを行

う場合 

 

船舶会社（フェリー会社を含む）は、分別基

準適合物の運搬事業を行っていることになりま

す。 

ジョイントグループの形成等及び電子入札・

再商品化実施契約締結委任状の提出が必要必要必要必要と

なります。 

 

以上 

 


